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 名張市都市計画審議会委員(市民公募委員)募集要領 

１．募集の目的 

都市計画審議会のより公正な運営の確保と透明性の向上、並びに市政への市民参画を

進めるため、名張市自治基本条例第３０条第１項に基づき、市民公募委員を募集します。 

 

２．募集人員 

３名 

 

３．応募条件 

  令和８年８月１日現在で、以下の条件をすべて満たす人 

(１) １８歳以上の市民であること 

(２) 平日に開催する審議会に参加できること 

(３) 他の附属機関等の委員でないこと 

(４) 本市の職員又は市議会の議員でないこと 

 

４．任期 

委嘱の日から令和１０年７月３１日まで 

 

５．募集方法 

「名張市都市計画審議会市民公募委員申込書」に必要事項と小論文≪論文テーマ：「応

募の動機」と「あなたが考える名張市の特色をいかしたまちづくりとは」≫(８００～

１,０００字程度)を記入のうえ、名張市役所４階 都市整備部 都市計画室へ本人が持参

もしくは郵送して下さい。 

 

６．募集期間 

令和８年６月１５日(月)から６月２６日(金)まで（必着） 

 

７．郵送及び問合せ先 

〒518-0492 名張市鴻之台１番町１番地 

 名張市役所４階 都市整備部 都市計画室 

電話 ０５９５－６３－７７６４   

 

８．選考 

「選考委員会」を組織し、小論文の内容や男女の構成比率等を総合的に考慮して選考 

を行い、選考結果については、応募者に書面をもって通知します。 

なお、公募及び選考の結果、定数に満たない場合又は任期の途中で欠員が出た場合に 

は、別に市長が選任できることとします。 
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９．その他 

都市計画に関する資料(名張市都市マスタープラン、名張市立地適正化計画、名張市

総合都市交通マスタープラン等)は、名張市のホームページに掲載しています。 

 

 

≪参 考≫ 

【都市計画審議会の設置】 

都市計画は、都市の将来の姿を決めるものであり、かつ、土地に関する権利に相当な制限を加える

ものであります。そのため、都市計画法では、学識経験者等の第三者からなる都市計画審議会を設置

のうえ、都市計画を定める前に、その案について調査・審議することとしています。 

 

【主な審議案件】 

○ 土地利用に係る用途地域、地区計画、高度地区、準防火地域などの決定・変更 

○ 都市施設に係る公園、道路、墓園、下水道、ごみ焼却場、火葬場などの決定・変更 

○ 市街地開発事業に係る土地区画整理事業などの決定・変更 

 

【開催実績】 

平成１６年度(１回１案件)、平成１７年度(０回)、平成１８年度(１回１案件)、 

平成１９年度(１回２案件)、平成２０年度(０回)、平成２１年度(３回４案件)、 

平成２２年度(０回)、平成２３年度(２回２案件)、平成２４年度（１回１案件）、 

平成２５年度（１回２案件）、平成２６年度(０回)、平成２７年度(０回)、 

平成２８年度（０回）、平成２９年度（１回１案件）、平成３０年度（２回４案件）、 

令和元年度（２回２案件）、令和２年度（２回４案件）、令和３年度（０回） 

令和４年度（１回１案件）、令和５年度（１回１案件）、令和６年度（１回２案件） 

令和７年度（０回） 

 

【関係法令】 

都市計画法第７７条の２(市町村都市計画審議会の設置) 

都市計画法関連政令第３条第２項(市町村都市計画審議会の組織) 

名張市都市計画審議会条例第２条第１項第３号(審議会組織) 

名張市自治基本条例第３０条第１項(審議会等) 


